
意見書案第５号 

 

介護保険制度における利用者負担の増加につながる見直しの 

慎重議論を求める意見書 

 

介護保険制度は、２０００年に「高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組

み」として創設され、これまで様々な制度改正を行ってきたところである。  

昨年１２月２７日、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会において、一

定の所得や金融資産がある人の食費負担の引き上げや高所得者の高額介護サー

ビス費の自己負担上限額の引き上げなど、利用者の経済的な負担の増加につな

がる内容が盛り込まれた介護保険制度の見直しに関する意見が取りまとめられ

た。 

これを受け、政府は、当該審議会の意見を２０２１年度から始まる第８期介

護保険事業計画に反映させるため、介護保険法の改正を含む「地域共生社会の

実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案」を国会に提出している。 

この見直しが実現すると、利用者やその家族の経済的負担が増えることに加

えて、介護サービスの利用控えにつながる懸念がある。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響が、特に道内では、複数の介護施

設においてクラスター（集団感染）が発生するなど、甚大で長期化しているこ

とにより、デイサービスや訪問介護等の中止・縮小を余儀なくされ、経営悪化

による倒産や廃業の危機に瀕している介護事業所があることも考慮する必要が

ある。 

よって、国会及び政府においては、利用者が安心して必要な時に介護サービ

スを利用できるよう、介護保険制度における利用者負担の増加につながる見直

しについて、引き続き慎重な議論がなされるよう強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

令和２年（２０２０年）６月１０日 
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